
 

 

修正案第１号 

令和７年１０月１日 

 

予算委員会委員長 山下 一哉 様 

 

予算委員会委員 塩見 牧子 

 

 

議案第７２号令和７年度生駒市一般会計補正予算（第３回）に対す

る修正案について 

 

このことについて、生駒市議会会議規則第９９条の規定により、別紙のとおり

案文を添え修正案を提出いたします。 

 



 

 

議案第７２号令和７年度生駒市一般会計補正予算（第３回）に対する修

正案 

 

議案第７２号令和７年度生駒市一般会計補正予算（第３回）の一部を次のよ

うに修正する。 

第２表債務負担行為補正中、 

「 

事     項 期   間 限  度  額 

鉄道駅バリアフリー環境整備 

促 進 事 業 補 助 金 (新 設 分 ) 
令和８年度 １２３,７００ 

鉄道駅バリアフリー環境整備 

促進事業負担金及び補助金 

(維持管理・更新及び補修分) 

令和９年度以降 

東 生 駒 駅 構 外 

エレベーター設置事業に 

係 る 経 費 負 担 額 

 」 

 を 

「 

事     項 期   間 限  度  額 

鉄道駅バリアフリー環境整備 

促 進 事 業 補 助 金 (新 設 分 ) 
令和８年度 １２３,７００

鉄道駅バリアフリー環境整備 

促進事業負担金及び補助金 

(維持管理・更新及び補修分) 

令和９年度から  

令和２８年度まで 

東 生 駒 駅 構 外 

エ レ ベ ー タ ー 設 置 事 業 に 

係 る 経 費 負 担 額 

ただし、総額４５，０００ 

千 円 を 限 度 と す る 

」 

に改める。

（別紙） 


